
   障害 

 

※利用者負担額 

    事業所が指定居宅介護・重度訪問介護・同行援護支援を提供した際には、利用者またはその

扶養義務者から市町村が定める基準に基づく利用者負担額の下記の表の支払いを受けるもの

とする。 

所得区分 世帯の収入状況 月額負担額 

生活保護 生活保護受給世帯 0 円  

低所得 市町村民税非課税世帯 0 円  

一般 

 

市町村民税課税世帯(所得割額が 16 万円未満の者) 

9,300 円  20 歳未満の指定障害者支援施設入所者及び療養介護の支給

決定者で、合算市民税所得割額が 28 万円未満の者 

市民税課税世帯で、上に掲げる者以外の者 37,200 円 

 

   （3）サービスの利用料、利用者負担金 

   ①居宅介護(身体介護・通院等介助・家事援助) 

居宅介護(身体介護) ／ 所要時間 利用料金 利用者負担金 

30 分未満 3,563円 357円 

30 分以上 1 時間未満 5,619円 562円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 8,164円 817円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 9,314円 932円 

以降 30 分を増すごとに 1,170円 117円 

通院介助(身体を伴う) ／ 所要時間 利用料金 利用者負担金 

30 分未満 3,563円 357円 

30 分以上 1 時間未満 5,619円 562円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 8,164円 817円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 9,314円 932円 

以降 30 分を増すごとに 1,170円 117円 

居宅介護 (家事援助) ／ 所要時間 利用料金 利用者負担金 

30 分未満 1,476円 148円 

30 分以上 45 分未満 2,127円 213円 

45 分以上 1 時間未満 2,748円 275円 

1 時間以上 1 時間 15 分未満 3,328円 333円 

1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満 3,827円 383円 

以降 15 分を増すごとに 498円 50円 

R5 年 4 月現在、サービス利用料金は処遇改善加算 27.2%、特定処遇改善加算 5.5％、 

ベースアップ等支援加算 4.5％を含んでおります。 



②重度訪問介護 

サービス利用時間 利用料金 利用者負担金 

1 時間未満 2,443円  245円  

1 時間以上 1 時間 30 分未満 3,644円  365円  

1 時間 30 分以上 2 時間未満 4,866円  487円  

2 時間以上 2 時間 30 分未満 6,077円  608円  

2 時間 30 分以上 3 時間未満 7,288円  729円  

3 時間以上 3 時間 30 分未満 8,479円  848円  

3 時間 30 分以上 4 時間未満 9,701円  971円  

4 時間 10,831円  1,084円  

以後 8 時間未満まで 30 分毎に 85 単位加算 1,129円  113円  

8 時間 19,830円  1,983円  

以後 12 時間未満まで 30 分毎に 85 単位加算 1,129円  113円  

12 時間 28,789円  2,879円  

以後 16 時間未満まで 30 分毎に 80 単位加算 1,058円  106円  

16 時間 37,350円  3,735円  

以後 20 時間未満まで 30 分毎に 86 単位加算 1,140円  114円  

R5 年 4 月現在、サービス利用料金は処遇改善加算 27.2%、特定処遇改善加算 5.5％、 

ベースアップ等支援加算 4.5％を含んでおります。 

 

 

③同行援護 

身体介護を伴う場合 ／所要時間 利用料金 利用者負担金 

30 分未満 2,656円  266円  

30 分以上 1 時間未満 4,204円  421円  

1 時間以上 1 時間 30 分未満 6,057円  606円  

1 時間 30 分以上 2 時間未満 6,952円  696円  

2 時間以上 2 時間 30 分未満 7,869円  787円  

2 時間 30 分以上 3 時間未満 8,785円 879円 

3 時間 9,691円  970円  

以後 30 分増す毎に加算 916円  92円  

R5 年 4 月現在、サービス利用料金は処遇改善加算 27.2%、特定処遇改善加算 5.5％、 

ベースアップ等支援加算 4.5％を含んでおります。 

 


